
　

帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、
神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱（水ぶくれ）が出現する病気です。
合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたす
こともあります。帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
<対 象 者>　　田尻町に住民票があり、下記のいずれかに該当し、予防接種を希望する方
1 年度内に65歳を迎える方
2 60～64歳で対象となる方（※１）
3 年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
※１：ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
＜回　 　数＞ 　●生ワクチン　　１回接種
              ●不活化ワクチン２回接種
＜実施場所＞　　指定医療機関にて実施
＜申込み＞　　指定医療機関に直接申し込んでください。
＜持ち物＞　　マイナ保険証・医療証など年齢と本人が確認できるもの
　　　　　　　　免除決定通知書（該当者のみ）

＜自己負担金＞　●生ワクチン　　　4,500円

●不活化ワクチン 11,000円

※接種時に医療機関で直接お支払いください。
※減免制度あり。住民税非課税世帯・被保護世帯に該当する人は、免除申請の受付をしますので、マイナ保険証・医療証など本人と確認できるものを持って事前に健康課まで申請してください。免除対象者には、「免除決定通知書」を発行します。

＜田尻町指定医療機関＞

	医療機関名
	住所
	電話番号

	
	
	

	あいむホームケアクリニック
	吉見380-1
	479-5300

	島田診療所
	吉見665－4
	465-3471

	川野内科ｸﾘﾆｯｸ
	吉見250－1
	490-3700

	MetIたじりJOYｸﾘﾆｯｸ
	嘉祥寺665－1
	466-2433

	湯川よしみのさと総合クリニック
	吉見691-2
	489-5081


泉佐野市・熊取町・阪南市・泉南市・岬町の協力医療機関等については、健康課までお問合せください。
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